安平町告示第18号

　安平町建設工事共同企業体取扱要綱により、下記の工種による経常建設共同企業体の登録申請要領を定めたので告示する。

　令和８年３月６日

安平町長　及　川　秀一郎　
令和８年度安平町経常建設共同企業体登録申請要領
１．一般事項

　（１）申請の受付をする工種は、土木一式工事（Ａランク総合評定値900点以上）及び防水工事（Ａランク総合評定値800点以上）とする。

　（２）経常企業体の有効期限は、認定された日から令和９年３月31日までとする。ただし、２ヵ年以上にまたがる契約を締結した者についてはこの限りではない。
２．構成員数

　構成員の数は、２社とする。
３．構成員の組合せ

　（１）構成員の格付等級の組合せは、最上位等級同士（Ａ・Ａ）の組合せはできないものとする。

（２）格付等級の組合せは次によるものとし、これを最上位等級のＡ等級と認める。ただし、第２順位等級以下の業者同士の組合せであっても、いずれかの構成員の総合数値に10％を加算し、その構成員が最上位等級に位置づけられた場合は、これを最上位等級業者のＡ等級と認める。また、下位の等級業者に十分な施工能力があると判断される場合には、直近２等級までに認定された有資格者の組合せを認めることも差し支えないものとする。
　　　①土木一式工事　（Ａ・Ｂ）又は（Ａ・Ｃ）又は（Ｂ・Ｂ）又は（Ｂ・Ｃ）
　　　②防水工事　　　（Ａ・Ｂ）又は（Ｂ・Ｂ）

　　　

４．構成員の資格要件

（１）受付する工種について、安平町指名競争入札参加資格を有し、かつ、北海道内に主たる営業所（建設業許可申請書別表（建設業法施行規則（昭和24年建設省令14号）様式１号別表）の「主たる営業所」の欄に記載されている者をいう。）を有していること。

（２）代表者及び構成員は、苫小牧市、白老町、むかわ町、厚真町及び安平町内に営業所を有すること。
　（３）発注工事に対応する許可業種につき、許可を受けてから営業年数が３年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工ができると認められる場合は、３年未満であっても同等として取扱うことができるものとする。

（４）発注工事を構成する一部の工種を含む工事について元請としての実績があること。なお、元請としての実績がない構成員が当該工事を確実かつ円滑に共同施工できる能力を有すると認められる場合は、下請として工事を施工した実績があること。

　（５）構成員のいずれかが許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置し得ること。この場合において、他の構成員は、兼任とすることができるものとする。
５．結成方法

　安平町競争入札参加資格を有する者の任意の組合せにより結成すること。
６．登録できる数
　（１）１業者が登録できる数は、１までとする。
　（２）１業者が複数の工種に登録できる数は、２までとする。

７．代表者及び出資比率

（１）代表者は、構成員において決定されたものとし、出資率の一番多い者とする。

（２）構成員の出資の割合は、均等割の10分の６以上とする。
８．その他

　（１）登録された経常建設共同企業体は、その有効期間中は、原則として解散することができない。

　（２）登録期間中における構成員の組合せの変更はできない。
９．登録申請に関する事項

　経常建設共同企業体を結成しようとする構成員は、指定期日までに経常建設共同企業体を結成し、次に掲げる書類を提出すること。

　（１）経常建設共同企業体ごとに経常建設共同企業体競争入札参加資格審査申請書

　　　　（安平町建設工事共同企業体取扱要綱で定める様式第３号）

　（２）年間委任状（任意様式で作成してください）

　（３）経常建設共同企業体協定書（安平町建設工事共同企業体取扱要綱で定める様式第４号）
10．申請書提出期限及び提出先等

（１）提出期限　令和８年３月６日（金）から令和８年３月19日（木）まで

毎日午前９時から午後５時まで（土、日曜日、祝日を除く。）

（２）提出場所　勇払郡安平町早来大町95番地　安平町役場総合庁舎

政策推進課財政グループ　　℡：0145-22-2751（直通）

　（３）提出方法　持参提出のみ受付とする。（郵送は不可）

